
単 体 （単位：百万円）

項　　　目 2020年度 2021年度
コア資本に係る基礎項目  （1）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
　うち、出資金及び資本剰余金の額
　うち、利益剰余金の額
　うち、外部流出予定額（△）
　うち、上記以外に該当するものの額 
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
　うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
　うち、適格引当金コア資本算入額
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含
まれる額 
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達
手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当
する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　(イ)
コア資本に係る調整項目  (2)
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の
額の合計額
　うち、のれんに係るものの額
　うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入
される額
前払年金費用の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10パーセント基準超過額
　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連
　するものの額

　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連
　するものの額
　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
特定項目に係る15パーセント基準超過額
　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連
　するものの額

　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連
　するものの額
　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　(ロ)
自己資本
自己資本の額((イ)－(ロ))　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ハ）
リスク・アセット等  （3）
信用リスク・アセットの額の合計額
　うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 
　　うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
　　うち、上記以外に該当するものの額
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額 
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　　　　　　(ニ)
自己資本比率
自己資本比率((ハ)／(ニ)) 
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10.56％

（1）自己資本は、コア資本に係る基礎項目とコア資本に係る調整項目で構成されています。
（2）コア資本に係る基礎項目は、地域のお客さまからお預かりしている普通出資金と〈にっしん〉が積み立てている利益剰余金、一般貸倒引当金等が該当します。

■ 自己資本調達手段の概要

イ 自己資本比率告示第3条又は20条に規定する連結自己資本比率
を算出する対象となる会社の集団（以下、「当グループ」という。）に
属する会社と連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規
則（昭和51年大蔵省令第28号）に基づき連結の範囲に含まれる会
社との相違点
　　該当ありません。　　

ロ 当グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名
称及び主要な業務の内容
　　日新ビジネスサービス（株）　　　〈にっしん〉従属業務
　　日新管財㈱　　　　　　　　　　〈にっしん〉従属業務
　　日新リース㈱　　　　　　　　　リース業務

ハ 自己資本比率告示第7条又は第26条が適用される金融業務を営
む関連法人等の数並びに主要な金融業務を営む関連法人等の名称
及び主要な業務の内容
　　該当ありません。

二 自己資本比率告示第25条第1項第1号イからロまでに掲げる控除
項目の対象となる会社の数並びに主要な会社の名称及び主要な業
務の内容
　　該当ありません。

ホ 信用金庫法（昭和26年法律第238号。以下この号において「法」とい
う。）第54条の21第1項第1号に掲げる会社のうち同号イに掲げる
業務を専ら営むもの及び同項第2号に掲げる会社又は法第54条の
23第1項第10号に掲げる会社のうち従属業務を専ら営むもの及
び同項第11号に掲げる会社であって、当グループに属していない
会社の数並びに主要な会社の名称及び主要な業務の内容
　　該当ありません。

へ 当グループ内の資金及び自己資本の移動にかかる制限等の概要
　　該当ありません。

上記以外は、単体の定性的な開示事項と同じです。

■ 連結の範囲に関する事項

自己資本の構成に関する開示事項

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第 89条第１項において準用する銀行法第 14条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当
であるかどうかを判断するための基準（平成 18年金融庁告示第 21号）」に基づき算出しています。

　　なお、〈にっしん〉は国内基準金庫です。
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単 体 （単位：百万円）

項　　　目 2020年度 2021年度
コア資本に係る基礎項目  （1）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
　うち、出資金及び資本剰余金の額
　うち、利益剰余金の額
　うち、外部流出予定額（△）
　うち、上記以外に該当するものの額 
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
　うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
　うち、適格引当金コア資本算入額
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含
まれる額 
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達
手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当
する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　(イ)
コア資本に係る調整項目  (2)
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の
額の合計額
　うち、のれんに係るものの額
　うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入
される額
前払年金費用の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10パーセント基準超過額
　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連
　するものの額

　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連
　するものの額
　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
特定項目に係る15パーセント基準超過額
　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連
　するものの額

　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連
　するものの額
　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　(ロ)
自己資本
自己資本の額((イ)－(ロ))　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ハ）
リスク・アセット等  （3）
信用リスク・アセットの額の合計額
　うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 
　　うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
　　うち、上記以外に該当するものの額
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額 
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　　　　　　(ニ)
自己資本比率
自己資本比率((ハ)／(ニ)) 

40,662
1,174

39,533
46
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1,012
1,012
― 　　
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― 
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349

41,325

351,186
△2,926
△2,926

― 　　
17,772

― 　　
― 　　

368,958

11.20％

42,406
1,175

41,277
46

― 　　
1,139
1,139
― 　　

― 
　　

― 
　　

― 
　　

43,545

44

― 　　
44

― 　　
― 　　
― 　　
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345

― 　　
― 　　
― 　　
― 　　
― 　　

― 
　　

― 
　　

― 　　
― 　　

― 
　　

― 
　　

― 　　
390

43,154

389,848
△1,425
△1,425

― 　　
18,445

― 　　
― 　　

408,293

10.56％

（1）自己資本は、コア資本に係る基礎項目とコア資本に係る調整項目で構成されています。
（2）コア資本に係る基礎項目は、地域のお客さまからお預かりしている普通出資金と〈にっしん〉が積み立てている利益剰余金、一般貸倒引当金等が該当します。

■ 自己資本調達手段の概要

イ 自己資本比率告示第3条又は20条に規定する連結自己資本比率
を算出する対象となる会社の集団（以下、「当グループ」という。）に
属する会社と連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規
則（昭和51年大蔵省令第28号）に基づき連結の範囲に含まれる会
社との相違点
　　該当ありません。　　

ロ 当グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名
称及び主要な業務の内容
　　日新ビジネスサービス（株）　　　〈にっしん〉従属業務
　　日新管財㈱　　　　　　　　　　〈にっしん〉従属業務
　　日新リース㈱　　　　　　　　　リース業務

ハ 自己資本比率告示第7条又は第26条が適用される金融業務を営
む関連法人等の数並びに主要な金融業務を営む関連法人等の名称
及び主要な業務の内容
　　該当ありません。

二 自己資本比率告示第25条第1項第1号イからロまでに掲げる控除
項目の対象となる会社の数並びに主要な会社の名称及び主要な業
務の内容
　　該当ありません。

ホ 信用金庫法（昭和26年法律第238号。以下この号において「法」とい
う。）第54条の21第1項第1号に掲げる会社のうち同号イに掲げる
業務を専ら営むもの及び同項第2号に掲げる会社又は法第54条の
23第1項第10号に掲げる会社のうち従属業務を専ら営むもの及
び同項第11号に掲げる会社であって、当グループに属していない
会社の数並びに主要な会社の名称及び主要な業務の内容
　　該当ありません。

へ 当グループ内の資金及び自己資本の移動にかかる制限等の概要
　　該当ありません。

上記以外は、単体の定性的な開示事項と同じです。

■ 連結の範囲に関する事項

自己資本の構成に関する開示事項

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第 89条第１項において準用する銀行法第 14条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当
であるかどうかを判断するための基準（平成 18年金融庁告示第 21号）」に基づき算出しています。

　　なお、〈にっしん〉は国内基準金庫です。

連 結 （単位：百万円）

項　　　目 2020年度 2021年度
コア資本に係る基礎項目  （１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
　うち、出資金及び資本剰余金の額
　うち、利益剰余金の額
　うち、外部流出予定額（△）
　うち、上記以外に該当するものの額
コア資本に算入されるその他の包括利益累計額又は評価・換算差額等
　うち、為替換算調整勘定
　うち、退職給付に係るものの額
コア資本に係る調整後非支配株主持分の額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
　うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
　うち、適格引当金コア資本算入額
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含
まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調
達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相
当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額
に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　　     　　　 (イ)
コア資本に係る調整項目  （2）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）
の額の合計額
　うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額
　うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入
される額
退職給付に係る資産の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10パーセント基準超過額
　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連
　するものの額
　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連
　するものの額
　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
特定項目に係る15パーセント基準超過額
　うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連
　するものの額
　うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連
　するものの額
　うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額
コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　(ロ)
自己資本
自己資本の額（(イ)－(ロ))　　　　　　　　　　　　　　　　　  (ハ)
リスク・アセット等  （3）
信用リスク・アセットの額の合計額
　うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
　　うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
　　うち、上記以外に該当するものの額
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８パーセントで除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　　　　　  (ニ)
連結自己資本比率
連結自己資本比率((ハ)／(ニ))

41,063
1,174

39,935
46

― 　　
― 　　
― 　　
― 　　
― 　　
1,022
1,022
― 　　

― 　　

― 　　

 
― 　

　

― 　　

42,086

51

― 　　
51

― 　　
― 　　
― 　　

― 
　　
304

― 　　
― 　　
― 　　
― 　　
― 　　

― 
　　

― 
　　

― 　　
― 　　

― 　　

　　
― 　　

― 　　
356

41,729

351,455
△2,926
△2,926

― 　　
17,611

― 　　
― 　　

369,067

11.30％

42,822
1,175

41,694
46

― 　　
― 　　
― 　　
― 　　
― 　　
1,145
1,145
― 　　

― 　　

― 　　

 
― 　

　

― 　　

43,968

49

― 　　
49

― 　　
― 　　
― 　　

― 
　　
345

― 　　
― 　　
― 　　
― 　　
― 　　

― 
　　

― 
　　

― 　　
― 　　

― 　　

― 　　

― 　　
395

43,573

390,174
△1,425
△1,425

― 　　
18,298

― 　　
― 　　

408,473

10.66％

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第 89条第１項において準用する銀行法第 14条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし
自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しています。

　　なお、当グループは国内基準金庫です。
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